
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 　 町民センターは、研修会、会議、冠婚

 葬祭等の会場としてご利用になれます。

　　利用に関してのお問い合わせは、教育

 委員会社会教育係までご連絡下さい。

摘要 １ 使用時間が各時間に満たない場合であっても、当該時間区分どおり使用したものとみなす。

２ 暖房を使用する期間については、冬期加算として各々料金の3割増とする。(11月～4月)

４ 町民以外の使用は、20割増とする。

５ 個人使用料の適用は、定期的な活動（おおむね月1回以上継続的）を行う団体とする。

６ 合計金額の10円未満は切り捨てる。

３ 入場料又はこれに類するものを徴し、若しくは商行為を行う場合は10割増とする。
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②使用申込書の提出

③使　　用

④使用料金の支払い

①事前予約(空き状況等確認)

※使用申込書は、教育委員会の窓口

　のほか、豊富町のＨＰからもダウ

　ンロードできます。

4

3
町又は教育委員会が後援する行事及び会

議等で使用するとき。
5割

減免割合

10割1

催若しくは共催するとき

公用、又は公益のために行う事業、及び

会議・集会等で、町又は教育委員会が主

区　　　　分

【減免区分】

町民が冠婚葬祭で使用するとき 5割

2

町の行政、産業、教育、文化、福祉等に
10割又は

5割
関わる団体で、その団体本来の目的のた

めに使用するとき


